
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  届出書の見直し                      

Ｑ：平成29年の税制改正では、届出書の見

直しがされたとか。どのようになるのです

か？                                           

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

平成29年の税制改正では、一部、届出書の

見直しがされました。 

主なものには、次のようなものがあります。 

①納税地の変更に関する届出書について、そ

の変更後の納税地の所轄税務署長への提出

が不要になります。 

②納税地の異動に関する届出書について、そ

の異動後の納税地の所轄税務署長への提出

が不要になります。 

③法人の設立届出書等に登記事項証明書の添

付が不要になります。 

④個人事業の開業・廃業等届出書について、

その個人の納税地の所轄税務署長(その個

人が、事業に係る事務所等を移転した場合

で、その移転前の事務所等の所在地を納税

地としていたときは、その移転前の納税地

の所轄税務署長)以外の税務署長への提出

が不要になります。 

⑤給与支払事務所等の移転届出書について、

その移転後の給与支払事務所等の所在地の

所轄税務署長への提出が不要になります。 
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